
議案第１２号  

 

蕨市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

蕨市介護保険条例（平成１２年蕨市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「令和３年度」を「令和６年度」に、「令和５年度」を「令和８年

度」に改め、同項第１号中「３４，１８２円」を「３１，４６１円」に改め、同項第

２号中「４４，４３７円」を「４７，３６４円」に改め、同項第３号中「５１，２７

３円」を「４７，７０９円」に改め、同項第４号中「５８，１０９円」を「５８，７

７２円」に改め、同項第５号中「６８，３６４円」を「６９，１４４円」に改め、同

項第６号中「８２，０３７円」を「８２，９７３円」に改め、同項第７号中「８８，

８７３円」を「８９，８８７円」に改め、同項第８号中「１０２，５４６円」を「１

０３，７１６円」に改め、同項第９号中「１１６，２１９円」を「１１７，５４５

円」に改め、同号ア中「３５０万円」を「４２０万円」に改め、同項第１０号中「１

２３，０５５円」を「１３１，３７４円」に改め、同号ア中「４００万円」を「５２

０万円」に改め、同項第１１号中「１２９，８９２円」を「１４５，２０２円」に改

め、同号ア中「５５０万円」を「６２０万円」に改め、同項第１２号中「１３６，７

２８円」を「１５９，０３１円」に改め、同号ア中「７００万円」を「７２０万円」

に改め、同項第１３号中「１４３，５６４円」を「１６５，９４６円」に改め、同項

第１４号中「１５０，４０１円」を「１７２，８６０円」に改め、同条第２項中「令

和３年度」を「令和６年度」に、「令和５年度」を「令和８年度」に、「２０，５０

９円」を「１９，７０６円」に改め、同条第３項中「令和３年度」を「令和６年度」

に、「令和５年度」を「令和８年度」に、「２０，５０９円」を「１９，７０６円」

に、「３４，１８２円」を「３３，５３５円」に改め、同条第４項中「令和３年度」

を「令和６年度」に、「令和５年度」を「令和８年度」に、「２０，５０９円」を

「１９，７０６円」に、「４７，８５５円」を「４７，３６４円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 （適用区分） 

２ この条例による改正後の蕨市介護保険条例の規定は、令和６年度以後の年度分の

保険料について適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例によ

る。 

 

  令和６年２月１６日提出 

 

 

          蕨 市 長  賴 髙 英 雄  

 

 


